
輸血を必要としている方のために
献血にご協力を

　病気やけがなどで輸血を必要としている方の
尊い生命を救うため、献血へのご協力をお願い
します。
■区役所での献血
[とき]10月26日(水) ▼午前10時～11時15分　

▼午後0時半～4時 [ところ]区役所1階アトリ
ウム [対象]16歳～69歳で、体重が50kg以上の
方　＊65歳以上の方は、60歳～64歳の間に献
血の経験がある方のみ [持ち物] ▼ 献血が初め
ての方＝本人確認書類　 ▼献血の経験がある方

納期限までに納めてください
特別区民税・都民税（第３
期分）

　令和4年度特別区民税・都民税(普通徴収分)
第3期分の納期限は、10月31日です。納期限ま
でに、税務課(区役所2階)、各出張所・金融機
関・コンビニエンスストア、モバイルレジ、スマー
トフォン決済アプリで納めてください。スマー
トフォンやパソコン等からクレジットカードに
よる納付も可能です。詳細は区ホームページを
ご覧ください。また、口座振替の場合は10月
31日が振替日(引き落とし日)ですので、前日
までに入金してください。
[問合せ] ▼納付方法等＝税務課税務係☎5608－
6133　 ▼ 納税相談＝税務課納税係☎5608－
6142

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があり
ます(最新情報は各申込先・問合せ先へ)。なお、施設等をご利用の際は、各施設でお願いしている感染症対策にご協力ください。ご注意ください

自転車の 代わりに置こう 思いやり
駅前放置自転車クリーン
キャンペーン

　都と区では、10月22日～31日を第39回駅前放

置自転車クリーンキャンペーンの実施期間とし
ています。駅周辺の放置自転車は歩行者の通行
の妨げとなり、特に高齢者や障害のある方の安
全な通行を困難にしています。また、救急車等の
緊急車両の通行や、災害時の避難・救助活動を
妨げるほか、まちの景観を損なう等、社会問題と
なっています。一人ひとりが自転車利用のルー
ルとマナーを守り、放置自転車をなくしましょう。
[問合せ ]土木管理課交通安全担当☎5608－
6203

　皆さんが撮影した写真を本紙に掲載します。
スマートフォン等で撮影した写真も応募でき
ます。ぜひ、写真をお寄せください。
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・住所・氏名・電話番号を、直接ま
たは郵送、Eメールで〒130－8640広報
広聴担当（区役所6階）☎5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写

真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷する
か、jpeg形式でCD－Rに保存　 ▼ Eメール
＝jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内)
[注意事項] ▼人物が含まれる写真は、肖像権
侵害等の防止のため、本人(未成年の場合は
親権者)の了承が必要　 ▼氏名も掲載　 ▼応
募写真は他媒体で使用する場合あり　 ▼応募
写真は一部手直しをする場合あり

本紙毎月1日号に掲載しています
「私の好きな すみだ」写真募集

コミュニティ活動を支援しています
町会会館への設備等の補助

　区では、コミュニティの活性化を図るため、宝
くじの社会貢献広報事業であるコミュニティ助
成金を活用し、認可地縁団体に設備等の補助を
行っています。今年度は、両国一丁目町会ほか8
町会に、会議用テーブルなどの補助を行いました。
[ 問合せ ]地域活動推進課地域活動推進担当
☎5608－3661

＝献血カード・手帳 [問合せ]東京都赤十字血
液センター☎5272－3523
■｢献血ルームfeel｣での献血
　常設の献血ルームfeel(押上1－1－2東京ソラ
マチ®10階)では、落ち着いた環境で献血を行え
るほか、様々なイベントを開催しています。
[受け付け時間]午前10時～午後5時45分　＊献
血の種類により、実施していない時間帯あり　
＊12月31日、1月1日を除く [問合せ]献血ルー
ムfeel☎6456－1972
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
[問合せ ]保健計画課保健計画担当☎5608－
6190　＊献血の注意事項等は、日本赤十字社
のホームページを参照

新型コロナワクチンと
インフルエンザワクチンの同時接種
　新型コロナワクチンとインフルエ
ンザワクチンは、それぞれを単独で
接種した場合と比べても有効性や安
全性が劣らないため、同時接種が可
能です。一方で、インフルエンザワ
クチン以外のワクチンと新型コロナ
ワクチンの同時接種は、現時点では
できません。片方のワクチン接種後、
2週間の間隔を空ける必要がありま
すので、ご注意ください。
　その他の新型コロ
ナワクチン接種に関
する情報は、区
ホームページを
ご覧ください。
　　　　 ▼新型コロナワクチン＝墨
田区コロナワクチン接種問い合わせ
ダイヤル☎0120－714－587　＊受
け付けは午前8時半～午後5時15分
(土・日曜日、祝日を含む)　 ▼その
他のワクチン＝保健予防課感染症係
☎5608－6191
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新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、10月11日時点のものです

[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191
＊新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照

一般的な相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、
心配な症状が出た時の対応など
厚生労働省「新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口」
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フリーダイヤル

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談来所相談
はは行っていません。行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

発熱などの症状がある方の相談先

必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がいる場合

墨田区後遺症相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

後遺症にお悩みの方の相談先

都「新型コロナ・オミクロン株コールセンター」
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相談票

診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。
東京都発熱相談センター

☎5320－4592または☎6258－5780
24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

＊新型コロナウイルス感染症による不安やストレス等
も相談可　＊混雑時は電話がつながりにくい場合あり　
＊診察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームペー
ジを参照　

　墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合等、その療養のため労務に服すること
ができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスを除く)。
　受給には申請が必要です。受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
[対象]次の全ての要件を満たす方 ▼墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である　 ▼給与等の支払いを受けている被用者
である　 ▼新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることが医師により証明される場合で、療養のために労務
に服することができない　 ▼労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない [支給期間]労務に服することができな
くなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間 [支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除
した金額×2／3×日数　＊上限あり [適用期間]2年1月1日～4年12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続
する場合は、最長1年6か月まで）　＊申請期限は、支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内 [問合せ] ▼墨田区国民健康保険の被保険者
＝国保年金課こくほ給付係☎5608－6123　 ▼東京都後期高齢者医療制度の被保険者＝広域連合お問合せセンター☎0570－086－519・℻0570－
086－075　＊広域連合お問合せセンターの受け付けは、月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日・年末年始を除く)

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給墨田区国民健康保険または、東京都後期高齢者医療制度の被保険者の方へ

広告 スマホの料金、見直しませんか？　J：COMモバイルなら月額980円で使えます。詳しくは☎0120－938－362（9：00～18：00)
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